
 

 

 
公立小・中学校等事務の共同実施のための兼務取扱要綱 

 

第１ 趣旨 

   この要綱は、公立小・中学校等事務の共同実施に伴い、県費負担事務職員（以下  

  「事務職員」という。）が本務校（事務職員が在籍する学校をいう。以下同じ。）  

  以外の公立小・中学校等（以下「学校」という。）を兼務する場合の取扱いについ 

  て定めるものとする。 

 

第２ 定義 

   この要綱にかかわる用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）本務校以外の学校での事務職員としての発令を「兼務発令」とする。 

（２）当該兼務発令を受けた事務職員を「兼務事務職員」とする。 

（３）当該兼務発令により兼務することとなる学校を「兼務校」とする。 

（４）複数の市町村教育委員会が、共同して共同実施を行う場合、共同実施を行う各

市町村教育委員会を「関係市町村教育委員会」とする。 

 

第３ 兼務発令の要件 

   兼務発令の要件は、次のとおりとする。 

（１）市町村教育委員会において共同実施の運営に関する規程（以下「共同実施運営 

規程」という。）を設けていること。  

 （２）兼務事務職員は、市町村教育委員会が指定する共同実施に係る業務（複数の市町 

   村教育委員会が、共同して共同実施を行う場合には、関係市町村教育委員会が合意 

   した業務）を行うこと。 

 （３）市町村教育委員会（複数の市町村教育委員会が、共同して共同実施を行う場合 

   には、関係市町村教育委員会）が、兼務発令を必要であると認めていること。 

 

第４ 兼務発令の手続き等 

（１）市町村教育委員会が兼務の必要があると認める場合には、様式第１号の１（一

つの市町村教育委員会が単独で共同実施を行い、兼務校が本務校と同一市町村の

場合)又は、様式第１号の２（複数の市町村教育員会が共同して共同実施を行い、

兼務校が本務校と異なる市町村の場合）を教育事務所長に提出する。様式第１号

の２を提出する場合には、関係市町村教育委員会間で、共同して共同実施を行う

ことについて合意したことを証する書面の写しを添付する。 

（２）県教育委員会は、市町村教育委員会から様式第１号の１又は、様式第１号の２

の提出を受け、第３に規定する要件を確認した場合、人事異動通知書（様式第２

号）を兼務事務職員に交付するものとする。 

（３）複数の市町村教育委員会が共同して共同実施を行う場合には、兼務校を所管す

る市町村教育委員会は、本務校を所管する市町村教育委員会に、事務職員兼務依

頼書（様式第３号）により事務職員の兼務依頼をする。兼務依頼を受けた市町村

教育委員会は、事務職員兼務承諾書（様式第４号）を送付するものとする。 

 

第５ 服務 

共同実施に係る業務を行う場合の事務職員の服務については、別に定めがあるも 

  のを除くほか、共同実施運営規程の定めるところによる。 



 

 

   上記定めがない場合は、次のとおりとする。 

 （１）兼務事務職員の業務については、本務校からの出張とし、本務校の校長が命じ 

   る。 

  （２）兼務事務職員の兼務校における勤務については、兼務校の校長が指導監督する。 

 

第６ 給与、旅費 

 （１）兼務事務職員の給与は、本務校において支給事務を行う。 

 （２）兼務事務職員の旅費は、原則本務校において支給事務を行う。 

 

第７ 定数措置 

   兼務事務職員の発令に係る定数措置は行わない。 

 

第８ その他 

   この要綱の実施に関して必要な事項は、県教育委員会が別に定める。また、上記 

  の取扱いによりがたい場合は、県教育委員会と市町村教育委員会で協議する。 

 

附則 

１ この要綱は、平成２４年１０月４日から施行する。 

２ この要綱は、平成２７年２月１６日から施行する。 

３ この要綱は、平成２８年５月１６日から施行する。 

４ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
様式第１号の１ 

                                                                   第    号 

                                                                  年  月  日 

（宛先） 

 埼玉県教育委員会   

                                                               市（町村）教育委員会 

 

兼務事務職員発令に関する内申について 

 

   本教育委員会管内事務職員を、公立小・中学校等事務の共同実施のための兼務取扱要綱

第４に基づき、下記のとおり内申いたします。 

記 
 

本  務  校  名 学校ｺｰﾄﾞ 校 長 名 所 在 地 

      立      学校    

兼  務  校  名 学校ｺｰﾄﾞ 校 長 名 所 在 地 

①     

②     

③     

④     

⑤     

⑥     

⑦     

兼務事務職員 職 名  氏 名  職員番号  

 兼務発令希望年月日          年   月   日 

兼務を発令する理由 

又は 

兼務を免ずる理由 
 

※ 「兼務を発令する理由又は兼務を免ずる理由」は、いずれかを○で囲み、「人事異動のため」「昇 
 任等により職名が変更となったため」「グループ再編により兼務を免ずる必要があるため」等、その 
 理由を具体的に記入すること。 
 



 

 
様式第１号の２ 

                                                                   第    号 

                                                                  年  月  日 

（宛先）   

 埼玉県教育委員会   

                                                               市（町村）教育委員会 

 

兼務事務職員発令に関する内申について 

 

      市（町村）教育委員会管内事務職員を、公立小・中学校等事務の共同実施のた

めの兼務取扱要綱第４に基づき、下記のとおり内申いたします。 

記 

本  務  校  名 学校ｺｰﾄﾞ 校 長 名 所 在 地 

      立      学校    

兼  務  校  名 学校ｺｰﾄﾞ 校 長 名 所 在 地 

①     

②     

③     

④     

⑤     

⑥     

⑦     

兼務事務職員 職 名  氏 名  職員番号  

 兼務発令希望年月日          年   月   日 

兼務を発令する理由 

又は 

兼務を免ずる理由 
 

※ 「兼務を発令する理由又は兼務を免ずる理由」は、いずれかを○で囲み、「人事異動のため」「昇 
 任等により職名が変更となったため」「グループ再編により兼務を免ずる必要があるため」等、その 
理由を具体的に記入すること。 

 



 

 
様式第２号 

人 事 異 動 通 知 書 

 

  （職員の種類） 

 

   

 

           

  （氏  名） 

 

     

 

 

    年  月  日 

 

 

埼 玉 県 教 育 委 員 会 

 



 

 
様式第３号 
 

 第   号  

   年  月  日  

 （宛先） 

  市（町村）教育委員会  

  

 

                                                          市（町村）教育委員会 

 

 

事務職員兼務依頼書 

 

  下記の事務職員を、共同実施のため、兼務することを依頼します。 

 

 記 

  所 属 校 職 氏 名  兼 務 校 名  兼 務 期 間  

 

   

 

 

    

 

 

  

 

 

 



 

 
様式第４号 
 

第   号  

   年  月  日  

（宛先） 

  市（町村）教育委員会  

  

 

                                                         市（町村）教育委員会 

 

 

事務職員兼務承諾書 

 

      年  月  日付け   第   号で依頼のありました下記の事務職員の兼 
 務を承諾します。 

 

 記 

  所 属 校 職 氏 名  兼 務 校 名  兼 務 期 間  

   

 

 



 

 

 
兼務事務職員の発令手続について 

 

 

１ 一つの市町村教育委員会が単独で共同実施を行う場合 

 
   

①兼務発令を 
内申 
（様式第１号の１） 

       
① 

  
 
 
  
 
 ③兼務発令交付              ④共同実施用務 

 
 
教 
育 
事 
務 
所 

 
 
市 
 
町 
村 
 
教 
委 

  

 
 

② 

②兼務発令 
 （様式第２号） 

      
      
 
     ③ 
    

兼務事務職員 

   
 
 

④ 

共同実施校 

  

 

  

                      
 
 
 
 
 
 

 

２ 複数の市町村教育員会が共同して共同実施を行う場合 

    

    ③承諾書の写し及び関係市町村教育委員会の合意を証する書面の写しを 
  添えて兼務発令を内申（様式第１号の２）                    
 
   

         ③ 
    

 
 
教 
育 
事 
務 
所 

 

Ａ市（町村）教委 

 

共同実施校 

  
         ⑤ 

 
⑤辞令の写しを添えて
兼務発令した旨を通知 

 
 

 
 
 
                             ①       ②            ⑦ 
     ①事務職員兼務を依頼          ②事務職員兼務を承諾    ⑦共同実施用務 
     （様式第３号）                      （様式第４号）                          

 

 
 

                 ④ 
 
  ④兼務発令（様式第２号） Ｂ市（町村）教委 

      ⑥ 
       
  ⑥兼務辞令を交付 
 

兼務事務職員 

 

 

                                   
 

 
               

共同して、共同実施を行うことを合意 

Ａ市（町村）立兼務校 

Ｂ市（町村）立本務校 

兼務校 本務校 

参考 



 

 

様式第２号 

人事異動通知書 
 

（職員の種類） 

 

埼玉県○○市（町・村）立○○○学校 
 

事務職員 
 

 

（氏名） 

 

○ ○ ○ ○ 

 
 
 
兼ねて、○○市（町・村）立○○○学校 事務○○に補する。 

 
 
兼ねて、○○市（町・村）立○○○学校 事務○○に補する。 

 
 
兼ねて、○○市（町・村）立○○○学校 事務○○に補する。 

 
 
兼ねて、○○市（町・村）立○○○学校 事務○○に補する。 

 
 
兼ねて、○○市（町・村）立○○○学校 事務○○に補する。 

 
 
兼ねて、○○市（町・村）立○○○学校 事務○○に補する。 

 
 
 

○○年○○月○○日 
 

埼玉県教育委員会 

 

参考 



 

 

様式第２号 

人事異動通知書 
 

（職員の種類） 

 

埼玉県○○市（町・村）立○○○学校 
 

事務職員 
 

 

（氏名） 

 

○ ○ ○ ○ 

 
 
 
 ○○市（町・村）立○○○学校 事務○○ 兼務を免ずる。 
 
 
 

○○年○○月○○日 
 

埼玉県教育委員会 

 

参考 


